
書式第１２号（法第２８条関係） 
事 業 報 告 用 

 
 
 

特定非営利活動法人わかちあい練馬 

 
１． 困窮者への生活相談援助活動事業 
法人移行前（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日）ウェブフォーム、電話、メールを介した生活相

談が 40 件、相談会では 36 件、のべ 76 件の生活相談に応じた。これらの生活相談のうち、５件が生活保

護申請同行、１件の訪問相談を行った。 
 
２． 困窮者への緊急一時支援事業 
生活相談を受けて、食料、日用品、衣類を必要とする相談者に対し、住まいへ訪問し、食料支援を６回

実施した。路上生活状態にある方の寝床に訪問し、安否確認、食料支援、情報提供をのべ２５０人に実

施した。 
 
３． 困窮者を取り巻く諸問題に関する調査研究・啓発・広報事業 
ウェブサイト、Twitter、Facebook、Instagram などのソーシャルワーキングサービス（SNS）を運営し、

練馬地域における支援情報、相談窓口の案内・誘導を実施した。貧困、困窮問題に関心のある方を対象

としたメールマガジンを４回発行した。 
 
４． 情報交換及びネットワークの構築事業 
連携団体を増やすべくメーリングリストへの参加と区の情報掲示板への掲載を行った。また、オンライ

ンのボランティアネットワークの運営を行った。 
 
１． 事業の実施に関する事項 
（１） 特定非営利活動に係わる事業               （事業費の総費用【 3 千円 】） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従 事

者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対 象

者 
人数 

事業

費 
（千

円） 

困窮者への生

活相談援助活

動事業 

困窮者への生活福祉・

法律相談、生活再建及

び就労のためのアドバ

イスと福祉機関や病院

等への働きかけ及び当

事者への援助 

随時 
練馬区及

び周辺地

域 
8 名 

練馬区

及びそ

の周辺

地域の

生活困

窮者 

76 人 1 

  2022 年度 事 業 報 告 書 



困窮者への緊

急一時支援事

業 

困窮者への食事・衣類

等の提供 
随時 

練馬区及

び周辺地

域 
8 名 

のべ 
250 人 

2 

路上生活者居所訪問 
（夜回り） 

毎週

金曜

日 
練馬区内 10 名 

困窮者を取り

巻く諸問題に

関する調査研

究・啓発・広報

事業 

相談交流イベントの開

催 
行わなかった。 0 

困窮者の抱える困難に

ついての学習会の開催 
行わなかった 0 

ホームページ・ソーシ

ャルネットワーキング

サービス（SNS）の運

営 

随時 
法人事務

所ほか 
2 名 不特定多数 0 

情報交換及び

ネットワーク

の構築事業 

困窮者の抱える困難の

解消に取り組む団体及

び練馬区及び近隣地域

で活動する団体との交

流活動 

行わなかった 0 

 
（２） 収益事業 
収益事業は行わなかった。 
 


